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1. はじめに 

水害統計 1)によると，2006 年から 2018 年における一般

資産被害額に占める内水氾濫の割合が，全国では 34.4%で

あるのに対し，東京 23 区で 85.5%，名古屋市で 100%，

大阪市で 99.1%と大都市で大きくなっている．このよう

に，近年の日本の都市で発生する水害は内水氾濫が中心

となっており，効率的な治水政策を行うためには内水氾

濫が頻発している区域の特性を解明することが必要不可

欠である． 

内水氾濫頻発区域の特性に関する研究は多く行われて

いるが，その中でも梯ら 2)はそれまでの研究で使われた

ことの無い水害区域図を用いることで全国の外水氾濫常

襲地を抽出し，その形成メカニズムを解明することに成

功した．中口ら 3)は梯ら 2)に倣い水害区域図を用いて，日

本の 5 都市において内水氾濫リスクおよび内水氾濫の気

象的・地形的・都市的要因をそれぞれ定量化し，名古屋市

において内水氾濫リスクおよび都市的要因がピークにな

ることを示した． また，伊藤ら 4)は外水氾濫の浸水区域

の土地利用や建物立地の時系列変化を分析し，都市化と

ともに浸水しやすい土地に建物が進出したことを明らか

にした． 

そこで本研究では，名古屋市の内水氾濫頻発区域にお

ける都市的要因を土地利用として見て土地利用およびそ

の変化に着目して，内水氾濫頻発区域における特性を分

析することを目的とした． 

 

2. 手法 

2.1 内水氾濫頻発区域の抽出 

 中口ら 5)を参考に，水害区域図を用いて 1993 年から

2017 年の間に 5 回以上内水氾濫が発生した区域を内水氾

濫頻発区域として抽出した．そして，前半 13 年間と後半

12 年間の発生回数を比較し，（後半の発生回数）-（前半

の発生回数）が-2 以下の区域を“前半”，-1～1 の区域を

“継続”，2 以上の区域を“後半”として分類した． 

2.2 過去と現在の土地利用の比較 

 国土地理院で公開されている年代別の写真 6)を用いて

1960 年代までと 1990 年の土地利用を比較した． 

2.3 現地調査 

 名古屋市の内水氾濫頻発区域周辺における土地利用や

地形に関して調査を行った． 

 

3. 結果 

3.1 内水氾濫頻発区域の分布 

 “前半”が 10 区域，“継続”が 56 区域，“後半”が 91

区域であった．このことから，名古屋市において内水氾

濫頻発区域が増加し，また頻発区域が時系列的に変化し

ていることが分かった． 

 

図 1 名古屋市における内水氾濫頻発区域 

 

3.2 用水路が関係する要因 

現地調査の結果，名古屋市の内水氾濫頻発区域におけ

る主要な要素の一つとして用水路の存在が示唆された．

過去に水田があった場所で使用されていた開渠の用水路

が，宅地化の際に暗渠化されて排水路として使用されて

いるケースが確認された．ここで，用水路は農業用地へ
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水を配水する目的で作られた水路であり，下水を排水す

る目的で作られた水路ではない．そのため，もともと存

在した用水路を暗渠化し排水路として転用した場合，排

水能力が低いと降水量の増加や上流側の土地の都市化に

よる排水の増加が原因で氾濫する可能性があると考察し

た．図は 1960 年代と 1990 年の空中写真の比較したもの

である．水田に配水するための開渠の用水路が道路の下

に暗渠化したことが見て取れる． 

また，用水路が関係するその他のケースとして，用水

路の狭窄部などで溢水すると考えられるケースも存在し

た． 

 

3.3 土地利用変化による遊水能力の減少 

水田は降雨時に雨水を貯留し，河川や用水路への流入

を遅滞させることによって内水氾濫の発生を防止する遊

水機能を持つ．本研究では，水田の遊水能力に着目し， 

1960 年代と 1990 年の土地利用変化を比較した．すべて

の内水氾濫頻発区域のうち，頻発区域およびその周辺で

水田が減少した区域の割合は全体の 43.2%であった．図 1

は内水氾濫頻発区域周辺の写真であるが，水田が存在し

ていた土地に建物が建設されたことが読み取れる． 

 

  

図 2  内水氾濫頻発区域周辺の土地利用変化 

（左：1960年代 右：1990年） 

 

3.4 遮蔽物 

 遊水機能の低下や排水機能の不足によって溢水が起こ

った後，遮蔽物があるとそこで水の流れが止められる．

ここでは，水の流れに大きな影響を与えると考えられる

大きな道路，線路（地下鉄・高架を除く），堤防，幅 100m

以上の建造物を水の流れを遮る遮蔽物と定義し，内水氾

濫頻発区域およびその周辺 100m 以内に遮蔽物が存在す

るかどうかを議論した． 

 その結果，全ての内水氾濫頻発区域のうち，いずれか

の遮蔽物を含むものは 66.5%と半数以上を占めた． 

 

4．結論 

 本研究から，以下の結論を得た． 

内水氾濫の発生段階には 2 つの段階があり，(1)溢水が

発生する，(2)溢水した水が流れる，というものである．

(1)の発生要因には 2 つの要因が考えられ，a.水田が宅地

化され，遊水能力が減少するケース，b.住宅地周辺の土地

利用変化によって，排水路への負荷が大きくなったケー

スが存在する． 
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